
Ⅰ 組織の使命

令和7年度(2025年度)環境部運営方針

環境部は，環境総務，環境政策，環境推進，環境対策，清掃事業，日乃出クリーンセンター，埋立処分場の部

門で編成されており，生活環境の保全，公衆衛生の向上および地球環境の保全のため，廃棄物の適正な処理およ

び清掃ならびに地球温暖化対策等の業務を所管しております。

環境部のミッション（使命）は，

市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を保全および創造し，これを将来世代へ引き継い

でいくことを目的に，市民や事業者との協働，関係部局や関係機関との連携を図り，環境対策に取り組んでいく

ことです。

このため，様々な環境に関する情報を市民や事業者と共有するとともに，市民などとの協働，関係部局や関係

機関との連携を図りながら，短期的または中長期的な課題や事業などに計画的に取り組んでいきます。

○ 環境保全などの環境施策の取り組みを通じ，安心・安全な市民生活を確保します。

○ 市民や事業者によるごみの減量化や環境美化の推進などの環境対策の取り組みを支援します。

Ⅱ 組織の基本方針

Ⅲ 年度評価 総評

環境部では，市民の生活環境の保全，公衆衛生の向上等のため，現場主義と迅速な対応を基本として，各種事
業に取り組んでおり，令和７年度(2025年度)における主要施策，事務事業の執行については，市民，団体等との
協働・連携した事業などを含め，順調に推移し，概ね当初に掲げた目標を達成できたものと評価します。

「地球温暖化対策による地球環境の保全」においては，環境に配慮したイベント開催を広く呼びかけるための
エコイベントマニュアルの改訂や，再生可能エネルギー発電施設の設置に伴う環境や社会的な課題を未然に防ぎ，
地域との共生を実現していくための指針として「函館市再生可能エネルギー発電施設の設置および管理に関する
ガイドライン」を策定したほか，電力地産地消の実施に向け，実現性や事業採算性などについて，導入可能性調
査を実施しました。

「循環型社会の形成」においては，古着回収ボックスの増設やプラスチック製筆記具の回収ボックスの設置に
よる再資源化の推進や，収集車両や廃棄物処理施設の火災の要因となっているリチウム蓄電池等の拠点回収を開
始したほか，新たなごみ処理システムの方向性とその処理に必要な中間処理施設および最終処分場の整備の方向
性や基本的な考え方を示すことを目的として「函館市次期廃棄物処理施設整備基本構想」を策定しました。

「自然との共生社会の実現」においては，生物多様性への関心を高めるため，「はこだて・エコフェスタ
2025」において，市内の大学生と連携して生物多様性ブースを設置し，植物標本を用いたしおりづくりなどを実
施したほか，生物多様性の保全のため，外来種や外来植物について，市のＨＰで情報発信を行いました。

「生活環境の保全」においては，大気や水環境などのモニタリングを実施し環境保全に努めたほか，設置資金
補助により，合併処理浄化槽の普及啓発に取り組み，生活環境と公衆衛生の向上を図りました。

「総合的な取組の推進」においては，「グルメワンダーパークHAKODATE」や「はこだてFOODフェスタ」で地球
温暖化対策やごみの分別に関する啓発を行ったほか，出前講座の活用を積極的に呼びかけ，環境保全意識の向上
を図りました。

今後においても，気を抜くことなく，効率的・効果的・計画的に事業展開をし，日乃出清掃工場の整備事業な
どの課題に的確に取り組み，環境行政の着実な推進に努めてまいります。



・主要施策，事務事業 

区分 担当課 評価 評価の説明 

１ 地球温暖化対策による地球環境の保全 

 (1) 温暖化防止のための行動の推進 

  ・啓発リーフレット「はこだてエ
コライフのすすめ」や「脱炭素
型のライフスタイルを目指そう
‼」による環境にやさしいライフ
スタイルの推進や，環境に配慮
した事業活動を促進します。 

環境政策課 Ｂ 

・「はこだて・エコフェスタ」のブースで「脱炭
素型のライフスタイル」への転換などについて
啓発したほか，「エコな移動」を推進する「は 
こだてスマートムーブデー」を継続し,運輸部門
における温室効果ガス排出削減に取り組んだ。 

 
・イベントや出前講座でリーフレットを配布し，

ライフスタイルの転換を促した。 
 
・より環境に配慮したイベントの開催を広く呼び

掛けていくため，エコイベントマニュアルを改
訂し，他部局や事業者へ周知を図った。 

 (2) エネルギーの有効利用の推進 

  ・温室効果ガスの排出抑制や非常
時の電源確保のため，太陽光発
電設備などの再生可能エネル
ギーの導入・利用を促進しま
す。 

環境政策課 Ｂ 

・新エネルギーシステム等導入補助金を交付し，
導入促進を図った。 

  太陽光発電システム94件，定置用蓄電池89件, 
  ガスエンジンコージェネレーションシステム 
  67件 
 
・民間の再生可能エネルギー発電事業計画に対

し，地域理解促進への側面的支援に取り組ん
だ。 

 
・再生可能エネルギー発電施設の設置に伴う環境

や社会的な課題を未然に防ぎ，地域との共生を 
実現していくための指針として「函館市再生可
能エネルギー発電施設の設置および管理に関す
るガイドライン」を策定した。 

  ・日乃出清掃工場の廃棄物発電を
活用したエネルギーの地産地消
に関する導入可能性調査を実施
します。 

環境政策課 Ｂ 

・電力地産地消の実施に向け，実現性や事業採算
性などについて，導入可能性調査を実施した。 

 (3) 地球温暖化対策の総合的・効果的な推進 

  ・環境基本計画［第３次計画］ 
や，第２次地球温暖化対策実行 
計画（区域施策編）に基づき， 
地球温暖化対策を総合的・効果 
的に推進します。 環境政策課 Ｂ 

・庁内部局で構成する「地球にやさしいまちづく
り協議会」で調整を図りながら，各種計画の進
行管理を行い，環境基本計画［第３次計画］の
年次報告書となる環境白書を作成し公表した。 

 
・令和４年度(2022年度)の温室効果ガス排出量を

算定するとともに，進行管理指標の最新状況お
よび各部局の施策の実施状況をとりまとめて公
表した。 

  

令和７年度(2025 年度)環境部運営方針（年度評価） 



２ 循環型社会の形成 

 (1) ３Ｒの推進 

  ・市民や事業者への啓発に努め，
ごみの減量化・再資源化を図り
ます。 

環境推進課 Ｂ 

・市民や事業者へ，市政はこだてへのチラシ折込
や，出前講座など様々な方法により，特に休炉
期間にかかるごみ減量の協力を依頼した。 

 
・市役所内各部局に対し，古紙の分別と再資源化

を依頼した。（シュレッダー屑の再資源化を含
む） 

 
・家庭用電動生ごみ処理機普及啓発事業において

は，処理機の購入費の半額，上限2万円を補助す
ることにより，購入を促し，生ごみの減量を促
進した。（３０件） 

 
・業務用生ごみ処理機普及啓発事業においては，

処理機の貸出しを事業者に対し無償で行い，処
理機の普及啓発と事業系厨芥類の発生抑制を
図った。（３件） 

 
・ダンボールコンポスト事業においては，ダン

ボール箱を利用した生ごみ堆肥づくりに関する
講習会を開催し，ノウハウの伝達や質疑応答な
どにより，市民への支援を行うことで，家庭か
ら出る生ごみの堆肥化とごみの減量を促進し
た。（２回開催，計51人参加） 

 
・生ごみ水切り促進事業においては，料理教室な

どの開催前に水切りの必要性を説明する出張講
座を開催したほか，イベントなどで水切り袋の
配布を行うなど，水切りの励行を促進した。 

 配布数：1,247袋 
 配布先：料理教室（６回），コンポスト講習会, 
     出前講座，イベント（はこだて・エコ 
     フェスタ2025in函館蔦屋書店ほか)など 
 
・可燃ごみの排出量が多い事業所に対し，古紙の

資源化や食品ロスの取組状況等に関する調査を
実施した。（送付先：106事業所） 

 
・上記調査を基に各事業所の古紙リサイクル診断

書を作成し，送付・説明を行い古紙資源化の促
進を図った。（送付先：29事業所） 



  ・粗大ごみ等の再生品利用制度に
よる再使用や，集団資源回収な
どによるリサイクルを推進しま
す。 

環境推進課 
 

埋立処分場 
Ｂ 

・粗大ごみに捨てられた自転車・家具類を修理し
て，６，９，３月の年３回，希望する市民に販
売することにより，資源の再生利用を図った。 

 
・資源回収団体に対し，資源物の回収量に応じて

奨励金を支給したほか，団体からの相談対応や
資源回収周知チラシの提供などの広報活動の支
援を行い，家庭ごみの排出抑制と資源の再生利
用を図った。 

 
・函館の街をきれいにする市民運動協議会と連携

し，集団資源回収にかかる集積場所の表示を分
かりやすくするために看板の提供を行った。 

 
・小型家電について，市内21箇所に回収ボックス

を設置し回収したほか，埋立処分場への自己搬
入ごみの小型家電も回収し，併せて45,940㎏の 
再資源化を図った。 

 
・古着について，市内６箇所（R8.2からは増設し

７箇所）に回収ボックスを設置して，44,130㎏
の古着を回収し，再利用・再資源化を図った。 

 
・プラスチック製筆記具について，市内３箇所に

回収ボックスを設置したほか，イベント等で臨
時回収を行い，50.4㎏の対象物を連携先企業に
引渡し，再資源化が図られた。 

  ・食べ残しなどによる食品ロスの
削減に向けた各種の対策などに
努めます。 

環境推進課 Ｂ 

・食品ロスゼロ推進店の登録要件の拡大や，イベ
ントでの実施およびホームページ掲載等による
「フードドライブ」の普及啓発，「てまえどり
運動」，「3010運動」などの各種啓発活動を
行った。 

 
・食品ロス削減推進のため，「食品ロス削減推進

関係部局会議」を開催し関係部局との連携およ
び情報共有を図った。 

 (2) 廃棄物の適正処理 

  ・市民の生活環境を衛生的に保つ
ため，効率的な収集体制の構築
に努めながら，廃棄物を適切に
収集します｡ 

環境推進課 
 

清掃事業課 
Ｂ 

・ごみの質や収集量の変化等に応じて適宜ごみ収
集路線の調査を行い，効率的・効果的な廃棄物
の収集運搬体制を構築し，市民生活への支障が
生じることがないよう，安定した収集体制を確
保した。 

 
・近年，収集車両や廃棄物処理施設において，リ 

チウム蓄電池等を要因とする火災が全国的に頻
発していることから，ごみ処理が滞るなど市民
生活に支障が生じることがないよう，令和８年
(2026年)２月から公共施設（13箇所）において
拠点回収を開始し適正処理を図った。 

  ・廃棄物の適正処理を推進するた
め，分別の周知徹底をはじめ，
許可業者などへの立入検査など
を実施します。 

環境対策課 Ｂ 

・年度当初に計画を策定し，計画的な立入検査を
実施した。 

  ・パトロールの実施や，赤外線カ
メラを活用し，不法投棄の防止
に努めます。 

清掃事業課 Ｂ 
・早朝，夜間，休日のパトロール実施や，移設可

能な赤外線カメラを設置し，不法投棄の防止に
取り組んだ。 



  ・廃棄物処理施設の整備や，各処
理施設の適正な維持管理に努
め，環境負荷の小さいごみ処理
体制を構築します。 

日乃出ＣＣ 
施設整備 

埋立処分場 
Ｂ 

・日乃出清掃工場の更新工事および工事に伴う余
剰ごみ対策等の対応を適切に行ったほか，管理
運営に対するモニタリングを実施した｡ 

 
・所管する全施設において，適正な維持管理を継

続して行った。 

 (3) プラスチックごみ対策 

  ・使い捨てプラスチックの使用削
減や，資源化のために必要な分
別回収・リサイクルの徹底に努
めます。 

環境推進課 Ｂ 

・プラスチックごみ削減キャンペーンを実施し，
レジ袋や使い捨てプラスチック製品の削減およ
びポイ捨て防止の啓発（スーパーマーケット38
店舗）を行ったほか，公共施設30箇所において
プラスチックごみ削減パンフレットの配布を
行った。 

  ・清掃活動の推進などにより，海
洋プラスチックごみ対策に努め
ます。 

環境推進課 Ｂ 

・こどもエコクラブや小学校を対象に，環境学習
「ビーチコーミング」を実施し，清掃活動や座 
学，回収物を使ったアート工作を通して意識啓 
発を図った。 

 （２回開催，計74人参加，ごみ回収量26.1kg）
海洋ごみ防止啓発看板（11基）により意識啓発
を図った。 

 (4) 新たな廃棄物処理システムの構築 

  ・環境への負荷の低減に配慮した
「新たなごみ処理システム」の
あり方について検討します。 

新廃棄物処
理システム

担当 
Ｂ 

・新廃棄物処理システム検討委員会等での新たな
ごみ処理システムの方向性や廃棄物処理施設の
整備についての協議・検討を踏まえ，次期廃棄
物処理施設整備基本構想を策定した。 

  ・新たなごみ処理システムを踏ま
えた中間処理施設や最終処分場
の整備に向け，基本構想を策定
します。 

新廃棄物処
理システム

担当 
Ｂ 

３ 自然との共生社会の実現 

 (1) 生物多様性の保全，水や緑の活用・ふれあいの推進 

  ・教育研究機関等と連携し，生物
多様性への関心を高めます。 

環境政策課 Ｂ 

・生物多様性への関心を高めるため，「はこだ
て・エコフェスタ2025」において，市内の大学
生と連携し，植物標本を用いた「しおりづく
り」などを実施したほか，生物多様性の保全の
ため，外来種や外来植物について，市のＨＰで
情報発信を行った。 

 (2) 良好な景観形成の推進 

  ・ごみのポイ捨て防止など，環境 
 美化の取り組みを強化するとと 
 もに，清掃活動の呼びかけや活 
 動を支援し，環境美化を推進し 
 ます。 

環境推進課 
 

清掃事業課 
Ｂ 

・地域住民の自主的な環境美化の取組みを促すた
め，函館の街をきれいにする市民運動協議会と
連携し，町会等が行うボランティア清掃活動に
対する支援や，ごみのポイ捨て禁止看板の提供
のほか，町会や地域住民からの相談対応等によ
り環境美化の推進を図った。 

  



４ 生活環境の保全 

 (1) 大気・水環境の保全 

  ・大気・水環境のモニタリングを
実施し，情報発信に努めるとと
もに，環境法令に基づく規制の
取り組みや事業者における環境
管理を促進します。 

環境対策課 Ｂ 

・大気や水環境のモニタリングを実施し，その結
果を市のＨＰで公開した。 

 
・ばい煙発生施設等を設置している事業場への計

画的な立入検査の実施や，建築物等の解体等工
事現場に対する立入検査を関係行政機関と合同
で行った。 

  ・合併処理浄化槽の普及を促進し,
生活排水の適正な処理に努めま
す。 環境推進課 Ｂ 

・設置資金補助の助成制度（設置補助10件）によ
り，合併処理浄化槽の普及啓発を図るととも 
に，適正な維持管理の周知により，生活排水に 
よる河川等の公共用水域の水質汚濁を防止する
など，生活環境と公衆衛生の向上を図った。 

 (2) 音環境の保全 

  ・音環境のモニタリングを実施
し，状況を把握するとともに，
近隣に対する音の配慮につい
て，市民意識の向上を図りま
す。 

環境対策課 Ｂ 

・自動車や航空機騒音のモニタリングを実施し，
その結果を市のＨＰで公開した。 

 
・近隣に対する音の配慮について，市のＨＰで周

知に努めた。 

 (3) 化学物質などへの対応 

  ・ダイオキシン類などのモニタリ
ングを実施し，状況を把握する
とともに，市民の健康を守る視
点からの情報収集・提供に努め
ます。 

環境対策課 Ｂ 

・ダイオキシン類などのモニタリングを実施し，
その結果を市のＨＰで公開した。 

５ 総合的な取組の推進 

 (1) 環境教育・環境保全意識の向上 

  ・学校や，様々な場における環境
教育や環境学習の取り組みの強
化を図ります。 

環境政策課 
 

環境推進課 
Ｂ 

・家庭における二酸化炭素排出量の削減を目的
に，市内小学４～６年生を対象として「冬休み
エコチャレンジ事業」を実施したほか，市内中
学生を対象に環境問題を題材とした「スクール
エコニュース」を募集し，その全作品を展示す
る作品展を開催した。 

 
・こどもエコクラブや小学校を対象に，環境学習

「ビーチコーミング」を実施し，清掃活動や座 
学，回収物を使ったアート工作を通して意識啓 
発を図った。 

 （２回開催，計74人参加，ごみ回収量26.1kg） 



  ・イベントの開催をはじめ環境問
題について考える機会の場の提
供や，出前講座の開催などによ
り環境保全意識の向上を図りま
す。 

環境政策課 
 

環境推進課 
Ｂ 

・市民，事業者，市がより連携し，一丸となって
取り組むことを目指して作成した「はこだて環
境ラボ go with ecoロゴマーク」を環境啓発イ
ベントや環境白書をはじめとした刊行物などに
おいて活用した。 

 
・蔦屋書店を会場に環境問題をテーマとしたイベ

ント（はこだて・エコフェスタ）を開催したほ
か，グルメワンダーパークHAKODATEやはこだて
FOODフェスタで地球温暖化対策やごみ分別など
に関しての啓発を実施した。 

 
・出前講座の実施 合計46回 1,523人 
  環境政策課 ６回   241人 
  環境推進課 35回 1,174人 
  清掃事業課 ５回  108人 
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